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新 旧 備考 

海外投資保険手続細則 

 

平成13年４月１日 01-制度-00032

沿革 平成13年９月21日 一部改正

                 平成14年10月１日 一部改正

                 平成15年３月12日 一部改正

平成15年９月24日 一部改正

平成16年９月28日 一部改正

平成17年３月29日 一部改正

平成17年９月16日 一部改正

平成18年10月27日 一部改正

平成18年12月27日 一部改正

平成19年９月21日 一部改正

平成21年１月29日 一部改正

平成21年９月29日 一部改正

 

 海外投資（株式等）保険約款（以下「約款（株）」という。）第

39条、及び海外投資（不動産等）保険約款（以下「約款（不）」と

いう。）第38条の規定に基づいて、海外投資保険の申込みその他保

険契約に関する手続的な事項について、下記のとおり定める。 

 

記 

 

第１条 （略） 

 

（申込み） 

第２条 海外投資保険の申込みをしようとする者は、約款（株）の

海外投資保険手続細則 

 

平成13年４月１日 01-制度-00032

沿革 平成13年９月21日 一部改正

                 平成14年10月１日 一部改正  

               平成15年３月12日 一部改正

平成15年９月24日 一部改正

平成16年９月28日 一部改正

平成17年３月29日 一部改正

平成17年９月16日 一部改正

平成18年10月27日 一部改正

平成18年12月27日 一部改正

平成19年９月21日 一部改正

平成21年１月29日 一部改正

 

 

 海外投資（株式等）保険約款（以下「約款（株）」という。）第

39条、及び海外投資（不動産等）保険約款（以下「約款（不）」と

いう。）第38条の規定に基づいて、海外投資保険の申込みその他保

険契約に関する手続的な事項について、下記のとおり定める。 

 

記 

 

第１条 （略） 

 

（申込み） 

第２条 海外投資保険の申込みをしようとする者は、約款（株）の
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申込みにあっては別紙様式第１「海外投資（株式等）保険申込書」、

約款（不）の申込みにあっては別紙様式第２「海外投資（不動産

等）保険申込書」及び貿易保険における環境社会配慮のためのガ

イドライン（平成１３年４月１日０１－制度―０００６１）に基

づくスクリーニングフォーム並びに各様式ごとに次に定める書類

の写しを本店に提出するものとする。ただし、申込前に提出した

ものについては提出を要しないものとする。 

一 被保険投資の相手方の定款（約款（株）の申込みの場合に限

る。） 

二 海外投資について投資契約を締結した場合にあっては、その

契約を証する書類（当該海外投資が増資による場合にあっては、

増額増資決議を証する書類） 

三 海外投資に係る投資受入国の政府等の許可等を受けた場合に

あっては、その許可を証する書類 

四 海外投資から生ずる取得金の送金を外国政府等が許可すべき

ことをあらかじめ約した場合にあっては、その事実を証する書

類 

五 海外投資に関し日本国政府の許可を受けた場合にあっては、

その許可を証する書類（日本国政府への届出をした場合にあっ

てはその届出を証する書類） 

六 払い込み等を証する以下に掲げる書類。ただし、送金額によ

り取得のための対価の額を設定する場合に限る。また、申込み

後に送金又は輸出を予定している場合は送金又は輸出後１月以

内に別紙様式第３「海外投資保険送金確定通知書」とともにこ

れを提出する。 

イ 現金投資の場合であって、邦貨を外貨に交換して送金した

場合にあっては、送金事務を取扱った銀行等（貿易保険法第

37 条第１項に規定する銀行等をいう。以下同じ。）が発行す

る送金の対価の納付に対する計算書等送金を証する書類 

ロ 現金投資の場合であって、所有している外貨を送金した場

合にあっては、送金事務を取扱った銀行等が発行する送金の

対価の納付に対する計算書等送金を証する書類 

申込みにあっては別紙様式第１「海外投資（株式等）保険申込書」、

約款（不）の申込みにあっては別紙様式第２「海外投資（不動産

等）保険申込書」及び貿易保険における環境社会配慮のためのガ

イドラインに基づくスクリーニングフォーム並びに各様式ごとに

次に定める書類の写しを本店に提出するものとする。ただし、申

込前に提出したものについては提出を要しないものとする。 

一 被保険投資の相手方の定款（約款（株）の申込みの場合に限

る。） 

二 海外投資について投資契約を締結した場合にあっては、その

契約を証する書類（当該海外投資が増資による場合にあっては、

増額増資決議を証する書類） 

三 海外投資に係る投資受入国の政府等の許可等を受けた場合に

あっては、その許可を証する書類 

四 海外投資から生ずる取得金の送金を外国政府等が許可すべき

ことをあらかじめ約した場合にあっては、その事実を証する書

類 

五 海外投資に関し日本国政府の許可を受けた場合にあっては、

その許可を証する書類（日本国政府への届出をした場合にあっ

てはその届出を証する書類） 

六 払い込み等を証する以下に掲げる書類。ただし、送金額によ

り取得のための対価の額を設定する場合に限る。また、申込み

後に送金又は輸出を予定している場合は送金又は輸出後１月以

内に別紙様式第３「海外投資保険送金確定通知書」とともにこ

れを提出する。 

イ 現金投資の場合であって、邦貨を外貨に交換して送金した

場合にあっては、送金事務を取扱った銀行等（貿易保険法第

37 条第１項に規定する銀行等をいう。以下同じ。）が発行す

る送金の対価の納付に対する計算書等送金を証する書類 

ロ 現金投資の場合であって、所有している外貨を送金した場

合にあっては、送金事務を取扱った銀行等が発行する送金の

対価の納付に対する計算書等送金を証する書類 

ハ 株式等の取得のために現物投資をした場合にあっては、輸
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ハ 株式等の取得のために現物投資をした場合にあっては、輸

出承認証、船積書類及び購入契約書等並びに当該現物投資に

係る価額（海外投資保険運用規程（平成１３年４月１日０１

－制度―０００３８。以下「運用規程」という。）第７条第

１項第４号、第５号及び第６号の規定に定めるものをいう。）

を証する書類及び会計帳簿 

ニ 無償増資の場合にあっては、当該増資資金が被保険投資の

相手方の資本金に組み入れられた証明書類 

七 約款（株）の第２条第１項第６号の危険（以下「信用危険」

という。）の場合にあっては、以下の書類。 

イ 被保険投資の相手方の事業計画書 

ロ 被保険者の過去３年間の貸借対照表その他決算関係書類又

はこれに準ずる書類（公認会計士又はこれに準ずる者の証明

したものに限る。以下、「財務諸表等」という。） 

ハ 被保険投資の相手方に対する共同出資者の事業遂行能力が

あると認められる書類 

ニ 被保険投資の相手方における次の書類 

（一）投資実行調査書 

（二）被保険投資の相手方が既に操業を開始しているときは、

当該操業開始の日が確認できる書類 

八 当該被保険投資の相手方における過去３年間（当該被保険投

資の相手方が操業開始後３年未満の場合は当該操業期間）の財

務諸表等。ただし、簿価純資産額により取得のための対価の額

を設定する案件及び信用危険の場合であって被保険投資の相手

方が既に操業を開始している案件に限る。 

九 約款（株）の第２条第１項第４号の規定に基づき、外国政府

等による契約違反に対するてん補の申込みをしようとする者

は、当該外国政府等との契約書等の書類 

十 その他日本貿易保険が必要とするもの 

２ 第１項第６号ただし書に定めるもののほか、第１号、第３号、

第４号、第５号、第７号又は第１０号に掲げる書類のうち、申込

み時点において入手が困難なものは、入手後速やかに提出するも

出承認証、船積書類及び購入契約書等並びに当該現物投資に

係る価額（海外投資保険運用規程（平成１３年４月１日０１

－制度―０００３８。以下「運用規程」という。）第７条第

１項第４号、第５号及び第６号の規定に定めるものをいう。）

を証する書類及び会計帳簿 

ニ 無償増資の場合にあっては、当該増資資金が被保険投資の

相手方の資本金に組み入れられた証明書類 

七 約款（株）の第２条第１項第６号の危険（以下「信用危険」

という。）の場合にあっては、以下の書類。 

イ 被保険投資の相手方の事業計画書 

ロ 被保険者の過去３年間の貸借対照表その他決算関係書類又

はこれに準ずる書類（公認会計士又はこれに準ずる者の証明

したものに限る。以下、「財務諸表等」という。） 

ハ 被保険投資の相手方に対する共同出資者の事業遂行能力が

あると認められる書類 

ニ 被保険投資の相手方における次の書類 

（一）投資実行調査書 

（二）被保険投資の相手方が既に操業を開始しているときは、

当該操業開始の日が確認できる書類 

八 当該被保険投資の相手方における過去３年間（当該被保険投

資の相手方が操業開始後３年未満の場合は当該操業期間）の財

務諸表等。ただし、簿価純資産額により取得のための対価の額

を設定する案件及び信用危険の場合であって被保険投資の相手

方が既に操業を開始している案件に限る。 

九 約款（株）の第２条第１項第４号の規定に基づき、外国政府

等による契約違反に対するてん補の申込みをしようとする者

は、当該外国政府等との契約書等の書類 

十 その他日本貿易保険が必要とするもの 

２ 第１項第６号ただし書に定めるもののほか、第１号、第３号、

第４号、第５号、第７号又は第１０号に掲げる書類のうち、申込

み時点において入手が困難なものは、入手後速やかに提出するも

のとする。 
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のとする。 

３ 第１項各号に掲げる書類が日本語又は英語以外で記載されてい

る場合には、日本貿易保険の指示に従い、当該書類の主要部分を

日本語に翻訳したものを添付する。 

４ 既存の保険契約の保険期間満了に伴う新規保険契約の申込みに

あっては、既存の保険契約の保険期間の満了日の１月前までに申

込みをするものとする。 

５ 約款（株）の第２条第１項第４号の規定に基づき、外国政府等

による契約違反に対するてん補の申込みをしようとする者は送金

前に申込みをするものとする。 

６ 約款（株）の申込みにあっては、被保険投資の相手方について、

別に日本貿易保険の定める規定に従い、遅くとも保険申込みと同

時に海外商社名簿への登録手続きを行うものとする。 

７ 約款（株）第 21 条の２及び約款（不）第 18 条の２に基づく誓

約は、本条による申込みに当たって、申込みを行おうとする者及

び被保険者になるべき者が、別紙様式第 30 による不正競争防止法

に係る誓約書を日本貿易保険に提出することにより行うものとす

る。 

 

第３条～第３０条 （略） 

 

 

附 則 

 この改正は、平成21年１０月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項各号に掲げる書類が日本語又は英語以外で記載されてい

る場合には、日本貿易保険の指示に従い、当該書類の主要部分を

日本語に翻訳したものを添付する。 

４ 既存の保険契約の保険期間満了に伴う新規保険契約の申込みに

あっては、既存の保険契約の保険期間の満了日の１月前までに申

込みをするものとする。 

５ 約款（株）の第２条第１項第４号の規定に基づき、外国政府等

による契約違反に対するてん補の申込みをしようとする者は送金

前に申込みをするものとする。 

６ 約款（株）の申込みにあっては、被保険投資の相手方について、

別に日本貿易保険の定める規定に従い、遅くとも保険申込みと同

時に海外商社名簿への登録手続きを行うものとする。 

７ 約款（株）第 21 条の２及び約款（不）第 18 条の２に基づく誓

約は、本条による申込みに当たって、申込みを行おうとする者及

び被保険者になるべき者が、別紙様式第 30 による不正競争防止法

に係る誓約書を日本貿易保険に提出することにより行うものとす

る。 

 

 

第３条～第３０条 （略） 
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保険証券
保険契約
締 結 日

印

　　年　　月　　日付で損失発生通知書を提出しましたが、保険金請求期間の猶予期間の設定

記

１．保険金請求期間内に請求できない（又はしない）理由

年　　月　　日
独立行政法人日本貿易保険　　御中

被保険者又は保険金の支払を請求しようとす
住 所

別紙様式第１７

海外投資保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書

年　　　月　　　日

（注）「３」欄に記載しきれない場合は、適宜、別紙を作成してください。

氏 名

注：参考として下記の表又はこれに代わる案件の特定できる資料を添付のこと。

３．エビデンスの確保状況及び損失の防止軽減義務の履行状況

２．必要となる猶予期間（見込）

 

 

 

 

 

 

保険証券
保険契約
締 結日

別紙様式第１７

海外投資保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書

承認しません。

条件

独立行政法人日本貿易保険

年　　月　　日
独立行政法人日本貿易保険　　御中

被保険者又は保険金の支払を請求しようとする
住 所
氏 名 印

　　年　　月　　日付で損失発生通知書を提出しましたが、保険金請求期間の猶予期間の設定に

記

１．保険金請求期間内に請求できない（又はしない）理由

２．必要となる猶予期間（見込）

３．エビデンスの確保状況及び損失の防止軽減義務の履行状況

注：参考として下記の表又はこれに代わる案件の特定できる資料を添付のこと。

年　　　月　　　日

（注）「３」欄に記載しきれない場合は、適宜、別紙を作成してください。

承認証
年　　月　　日

上記の海外投資保険における保険金請求期間の 承認します。
猶予期間設定申請は、 次の条件を付して承認します。

 
 


